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10
代
か
ら
90
代
の
幅
広
い
世
代
、

約
８
万
２
千
人
以
上
の
学
生
が
、

大
学
を
卒
業
し
た
い
、
学
び
を
楽

し
み
た
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
目

的
で
学
ん
で
い
ま
す
。

　

心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・

文
学
・
情
報
・
自
然
科
学
な
ど
、

３
０
０
以
上
の
幅
広
い
授
業
科
目

が
あ
り
、
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
1
科
目
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い

ま
す
。
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

出
願
期
間

 

・
第
１
回　

２
月
27
日
㈮
ま
で

 

・
第
２
回　

３
月
16
日
㈪
ま
で

問
い
合
わ
せ
・
資
料
請
求

　

放
送
大
学
山
口
学
習
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
８
３
（
９
２
８
）
２
５
０
１

　

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
加
入
者
に
は
、
健
康
に

対
す
る
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
く

と
と
も
に
、
医
療
機
関
等
で
受
診

し
た
際
の
請
求
内
容
に
誤
り
が
な

い
か
確
認
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

医
療
費
通
知
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

（
国
民
健
康
保
険
は
２
カ
月
に
１
回

の
年
６
回
発
送
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
は
１
月
と
６
月
の
年
２
回

発
送
）

　

医
療
費
通
知
は
、
確
定
申
告
等

の
医
療
費
控
除
の
手
続
き
で
「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」
と
し
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
医

療
費
の
助
成
等
が
あ
っ
た
場
合
は
、

ご
自
身
で
額
を
訂
正
し
て
申
告
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
診
療
を
受
け
た
月
か
ら

３
～
４
カ
月
後
（
審
査
機
関
で
の

審
査
を
行
っ
た
後
）
で
な
い
と
送

付
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
11
月
と
12

月
診
療
分
に
つ
い
て
は
申
告
時
期

に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
場
合
、
11
月
と
12
月
分

は
医
療
費
に
か
か
る
領
収
書
に
基

づ
き
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」

に
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療

費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。（「
医
療
費
控
除
の
明

細
書
」
の
記
載
に
か
か
る
領
収
書

は
５
年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
）

問
い
合
わ
せ

 

・
医
療
費
通
知
に
関
す
る
こ
と

　

健
康
増
進
課 

医
療
保
険
班

　

☎
０
８
２
０
（
73
）
５
５
０
２

 

・
所
得
の
申
告
に
関
す
る
こ
と

　

税
務
課 

課
税
第
１
班

　

☎
０
８
２
０
（
74
）
１
０
０
８

　

地
方
自
治
法
第
２
４
２
条
第
５

項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
７
年
９

月
22
日
に
提
出
さ
れ
た
周
防
大
島

町
職
員
措
置
請
求
（
周
防
大
島
町

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
プ
ー
ル
改

修
事
業
に
関
し
て
、
町
長
等
に
対

し
周
防
大
島
町
が
被
っ
た
損
害
を

補
填
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
を
求

め
る
住
民
監
査
請
求
）
に
つ
い
て

監
査
を
行
い
、
監
査
委
員
の
合
議

（
令
和
７
年
11
月
20
日
通
知
）
に
よ

り
、
請
求
人
の
主
張
は
理
由
が
な

い
こ
と
か
ら
棄
却
と
な
り
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ

　

監
査
委
員
事
務
局

　

☎
０
８
２
０
（
74
）
１
０
０
３

　

町
内
の
河
川
や
た
め
池
な
ど
に

お
い
て
、
ヌ
ー
ト
リ
ア
が
目
撃
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

ヌ
ー
ト
リ
ア
は
、
普
段
は
水
辺

に
住
む
動
物
で
す
が
、
根
菜
類
な

ど
の
食
害
や
た
め
池
の
堤
に
穴
を

掘
る
な
ど
の
被
害
を
も
た
ら
す
こ

と
か
ら
、
町
で
は
有
害
鳥
獣
に
指

定
し
、
捕
獲
し
て
い
ま
す
。

　

見
か
け
た
場
合
は
、
農
林
水
産

課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

捕
獲
用
の
わ
な
（
箱
わ
な
）
を

見
つ
け
た
場
合
は
、
危
険
な
た

め
近
づ
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
農
林
水
産
課 

有
害
鳥
獣
対
策
班

　

☎
０
８
２
０
（
79
）
１
０
０
２

　

厚
生
年
金
・
国
民
年
金
な
ど
の

「
老
齢
年
金
」
は
、
所
得
税
法
上
の

雑
所
得
と
し
て
課
税
対
象
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、「
老
齢

基
礎
年
金
」
を
受
給
さ
れ
て
い
る

人
に
は
、
年
間
の
年
金
支
払
総
額

な
ど
を
記
載
し
た
「
源
泉
徴
収
票
」

を
令
和
８
年
１
月
下
旬
か
ら
送
付

し
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
ま
た
は

住
民
税
の
申
告
の
際
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

紛
失
さ
れ
た
場
合
は
、
再
発
行

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、「
障
害
年
金
」
や
「
遺
族

年
金
」
に
つ
い
て
は
課
税
の
対
象

外（
非
課
税
）と
な
っ
て
い
る
た
め
、

「
源
泉
徴
収
票
」
は
送
付
し
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ

　

日
本
年
金
機
構

　
（
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

☎
０
５
７
０
（
０
５
）
１
１
６
５

お
知
ら
せ

募
　
　
集

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

を
送
付
し
ま
す

「
医
療
費
通
知
」
の
送
付

周
防
大
島
町
職
員
措
置
請
求

（
住
民
監
査
請
求
）

ヌ
ー
ト
リ
ア
を

見
か
け
た
ら

放
送
大
学

４
月
入
学
生
募
集


